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１．各「基本原則」及び「遵守原則」の遵守状況の説明
基本原則「１．⾃律性の確保」
遵守状況

遵守原則１−１ 教育研究⽬的の明確化、理解の獲得
遵守状況
エクスプレインの種類

「遵守」
コードの記載通りの⽅策により遵守している

「遵守」

「基本原則」及び「遵守原則」の遵守状況（取組状況）の詳細等

献学の理念の実現に向けて、⼤学の掲げるミッションを果たすた
めに常によりよい教育研究活動と学びのあり⽅を模索しつつ、寄
附⾏為等の基本に沿って⾃律的に運営しており、基本原則を満た
していると判断しています。

遵守原則の遵守⽅法に
係る説明 5か年（2021〜2025年度）の中期計画に沿って事業計画を策定

し、毎年度の事業報告書において中期計画に定める事業のうち進
捗のあったものを中⼼にまとめ、ウェブサイトに公表しており、
私⼤連コードに定められた⽅策等に基づき、遵守原則を満たして
いると判断しています。

基本原則の遵守⽅法に
係る説明



基本原則「２．公共性の確保」
遵守状況

遵守原則２−１ 有益な⼈材の育成
遵守状況
エクスプレインの種類

遵守原則２−２ 社会への貢献
遵守状況
エクスプレインの種類

コードの記載通りの⽅策により遵守している

コードの記載通りの⽅策により遵守している

「遵守」

「遵守」

献学の理念の実現に向けて、国際的社会⼈としての教養をもっ
て社会に奉仕する⼈材育成を⽬指しており、本学の教育研究資源
を通じた地域・社会への貢献についても、地域との連携等により
基本原則を満たしていると判断しています。

遵守原則の遵守⽅法に
係る説明

献学の精神に基づき、31の専攻分野を提供し、社会が求める多様
な⼈材育成を⾏っており、私⼤連コードに定められた⽅策等に基
づき、遵守原則を満たしていると判断しています。

「遵守」

遵守原則の遵守⽅法に
係る説明

⾃治体との包括協定を締結し、社会貢献を実質化するため、公開
講座や国内外におけるサービスラーニング活動に積極的に取組ん
でおり、遵守原則を満たしていると判断しています。

基本原則の遵守⽅法に
係る説明



基本原則「３．信頼性・透明性の確保」
遵守状況

遵守原則３−１ 法令の遵守、社会貢献
遵守状況
エクスプレインの種類

遵守原則３−２ 理事会による執⾏、監督機能の実質化、不正防⽌制度整備 
遵守状況
エクスプレインの種類

遵守原則３−３ 積極的な情報公開
遵守状況
エクスプレインの種類

「遵守」

コードの記載通りの⽅策により遵守している

コードの記載通りの⽅策により遵守している

コードの記載通りの⽅策により遵守している
「遵守」

「遵守」

「遵守」

遵守原則の遵守⽅法に
係る説明

広く社会から理解を得るため、本学が⾏う教育研究活動につい
て、様々な媒体を活⽤して情報公開を⾏っており、遵守原則を満
たしていると判断しています。

基本原則の遵守⽅法に
係る説明 健全な⼤学運営にあたり信頼性・透明性を確保するため、法令遵

守および体制整備、理事会における理事の執⾏監督機能の向上、
監事機能の実質化、積極的な情報公開について、私⼤連コードに
定められた⽅策等に基づき、基本原則を満たしていると判断して
います。

遵守原則の遵守⽅法に
係る説明 私⽴学校法改正、関連法令改正にあわせ寄附⾏為をはじめとする

諸規則の⾒直しを適切に実施しています。また、監事監査機能の
向上・実質化のため、内部監査室や会計監査⼈との連携体制を構
築しており、私⼤連コードに定められた⽅策等に基づき、遵守原
則を満たしていると判断しています。

遵守原則の遵守⽅法に
係る説明 重要な法令改正内容等について役職員への周知徹底、理事の利益

相反に係るチェックを毎年度会計監査⼈の指導の下で実施してい
ることに加え、理事会において個別事業リスクを審議する等、遵
守原則を満たしていると判断しています。



基本原則「４．継続性の確保」
遵守状況

遵守原則４−１ ⼤学運営に係る諸制度の実質化、⾃律的な⼤学運営
遵守状況
エクスプレインの種類

遵守原則４−２ 財政基盤の安定化、経営基盤の強化
遵守状況
エクスプレインの種類

コードの記載通りの⽅策により遵守している
「遵守」

「遵守」

遵守原則の遵守⽅法に
係る説明

「遵守」
コードの記載通りの⽅策により遵守している

基本原則の遵守⽅法に
係る説明 献学の理念に基づく教育研究活動の継続・発展のため、⼤学運営

に係る制度整備、財政基盤の安定化、危機管理体制の構築に取り
組み、私⼤連コードに定められた⽅策等に基づき、基本原則を満
たしていると判断しています。

遵守原則の遵守⽅法に
係る説明 ガバナンス機能の向上について、寄附⾏為をはじめとする諸規程

改正および体制整備により、評議員会、理事会および監事等の機
能の実質化を図っています。このほか、経営情報の共有・公開
等、⾃律的な⼤学運営を実施しており、私⼤連コードに定められ
た⽅策等に基づき、遵守原則を満たしていると判断しています。

教育研究活動の継続性を実現するため、学⽣納付⾦以外の収⼊の
多様化を図り、募⾦担当部署設置による体制整備を進め財政基盤
の安定化、経営基盤の強化を図っています。危機管理について
は、情報セキュリティを含め、予⾒されるリスクに対応できるよ
うな体制整備に取り組んでおり、遵守原則を満たしていると判断
しています。


